
要 旨 

過日、私は保健所に係る陳情２件の審査を傍聴した。執行部は、私が

陳情書に書いた事実と異なる発言をしたが、事実と異なることが解って

いながら、私には修正や訂正することができない。これは、あまりにも

不十分な扱いだと思う。 

ついては、陳情書が陳情者の意図しない文書表に書き換えられたり、

執行部が事実と異なった発言をしたときに、陳情者に訂正や修正のため

の発言のチャンスを与えていただきたい。 

陳情第１６９号 受理年月日 平成２８年１０月６日 

付託委員会 議 会 運 営 委 員 会 

陳 情 者 
八幡西区鳴水町５－17 

 安部 和治 

件   名  陳情の民主的な審査への改善について 



要 旨 

長期間休む議員や会議中に席を離れる議員を市民がテレビで見ること

ができるようにするなど議事堂での議員の会議に臨む姿勢がよりよく見

えるようにすれば、多くの市民が議会や議員の選挙により興味を持つと

考えられる。 

ついては、次のとおり措置していただきたい。 

記 

１ 傍聴席を執行部席の横のほうや執行部の後ろのほうまで拡張し、傍

聴者が会議中の全議員の姿を見ることができるようにすること。 

２ 議会のテレビ中継は、常時議員の姿が見えるような半固定式のカメ

ラを導入し、発言者の映像に加えて全議員の姿を見ることができるよ

うにすること。 

陳情第１７０号 受理年月日 平成２８年１０月６日 

付託委員会 議 会 運 営 委 員 会 

陳 情 者 
八幡西区鳴水町５－17 

 安部 和治 

件   名  傍聴席の拡張及びテレビ中継の改善について 



要 旨 

現在、富山市議会などで政務活動費の不適切な支出及びそれに伴う議

員の辞職が報道されており、政務活動費に対する市民の関心と不信感が

高まっている。 

政務活動費は、議員の調査活動基盤の充実を図って地方議会の審議能

力を強化し、市民の信頼を確保する観点から用意されたものであり、地

方議会には、その一層の透明化が求められている。 

政務活動費に関する情報については、収支報告書はもちろんのこと、

その裏づけとなる会計帳簿、領収書、その他の証拠書類も議員単位で公

開されるべきである。そして、これらはインターネット上で公開するの

が時代の要請であり、大阪市や神戸市など全国30以上の自治体が、議員

単位で開示している。 

北九州市でも、関係条例で政務活動費について透明性の確保がうたわ

れ、収支報告書及び領収書等の裏付け資料の写しを議長及び市長に提出

することが義務づけられているが、インターネット上で閲覧できるのは、

収支報告書のみである。領収書等の裏付け資料は、市議会事務局で閲覧

することができるが、その時間帯は多くの市民の勤務時間帯であり、実

際に閲覧するのは困難と言わざるを得ない。これでは、多くの市民が収

支報告書の記載内容の真偽を確認できず、政務活動費に対する市民の信

頼が確保されているとは言えない。 

ついては、政務活動費の収支報告書、会計帳簿、領収書その他の証拠

書類を、会派だけでなく議員一人一人の分まで公開するよう政務活動費

の交付に関する条例を改正し、ホームページで公開していただきたい。 

陳情第１７１号 受理年月日 平成２８年１０月７日 

付託委員会 議 会 運 営 委 員 会 

陳 情 者 
八幡西区穴生一丁目18－26 

村上 さとこ 

件   名  
政務活動費の支出にかかわる証拠書類の完全公開に

ついて 



要 旨 

北九州市議会における政務活動費の交付に関する条例によれば、会派

は毎年度の政務活動費に係る収支報告書と領収書等を議長に提出しなけ

ればならないこと、議長に対し、収支報告書と領収書等の閲覧を請求す

ることができるとされている。 

しかし、領収書等は、紙で閲覧することしかできず、市民が閲覧する

には平日の昼間に議会に赴かなければならない。また、領収書等の写し

の交付を受けるには１枚当たり 10 円の費用を支払わなければならず、全

部の領収書の写しを入手するには、場合によっては 10 万円を超える費用

が必要になる。写しを作成する事務職員の負担も無視できない。こうし

た不十分な制度が、議会へのアクセスを事実上阻害し、政務活動費の不

正の温床をつくっている。政務活動費の不正が発覚した富山市議会も、

領収書の写しを誰もが容易に入手することができる制度が整っていれば、

あれほど組織的で悪質な政務活動費の不正は防げたものと考える。 

政務活動費の使途を真に透明なものにするためには、市民が、いつで

も安価かつ容易に政務活動費の使途の情報を得られるようにすることが

不可欠である。 

収支報告書と領収書等をホームページで公開する議会は、加速度的に

増加しており、大阪府、高知県、函館市、兵庫県、大阪市、京都市、神

戸市などである。 

ついては、一日も早く、領収書等の議会ホームページでの公開を実現

していただきたい。 

陳情第１８１号 受理年月日 平成２８年１１月１０日 

付託委員会 議 会 運 営 委 員 会 

陳 情 者 

小倉北区田町 12-15 大明ビル３階 

市民オンブズマン北九州 

代表幹事 吉田 素子 

件   名  
政務活動費の領収書等のホームページでの公開につ

いて 



要 旨 

私がことし６月に陳情した陳情第 154 号について、市議会事務局の担

当者は、陳情者に確認もせず建設局に説明を求めていた。 

私は偶然その事実を知ったが、知らないまま常任委員会、本会議で審

議されていた可能性もある。長年、自分たちの不始末を追及されてきた

建設局が、責任を免れるための説明を市議会事務局に行い、その内容が

議員に伝えられると議会での間違った判断にもつながる。 

聞くところによると、そのような不正行為を長年の間行ってきたよう

である。富山市や金沢市、鳥取市で問題になった、政務活動費の情報公

開申請者の個人情報を議会事務局が議員に漏えいしていたことよりも悪

質である。 

市議会はみずからの役割を果たすためにも、議会事務局を処分してい

ただきたい。 

陳情第１７７号 受理年月日 平成２８年１０月１９日 

付託委員会 議 会 運 営 委 員 会 

陳 情 者 
八幡西区本城三丁目 22－19 

 大庭 孝広 

件   名  市議会事務局の不適切な対応について 



要 旨 

私が陳情を行う際に、議会棟のロビーで議会事務局担当者に陳情書や

添付書類を渡して説明するのだが、議会事務局担当者は、窓の外の景色

をずっと眺めたり、外の人と挨拶をしたりするような失礼さである。 

そのようなことにならないためには、議会棟ロビーの窓を壁としてモ

ルタルを塗り込むか、職員を入れかえてまともにすることを前提に、後

で簡単に戻せるよう窓にベニヤ板を貼りつけて塞ぐしかない。議会事務

局は、服装を注意しても改めないようなひどさもあり、常識を持ち合わ

せたまともな人間を他の自治体から派遣してもらうような早急な改善が

必要である。 

ほかにも陳情文書表の内容を陳情者に確認しないなど社会人として当

然のこともできていない。 

陳情第１７８号 受理年月日 平成２８年１０月１９日 

付託委員会 議 会 運 営 委 員 会 

陳 情 者 
八幡西区本城三丁目 22－19 

 大庭 孝広 

件   名  市議会事務局の改善について 


